
令和 2年 7月 14日 

生徒・保護者の皆さま 

米子松蔭高等学校 

 

活動制限一部解除(県外遠征・宿泊を伴う活動)のお知らせ(部活動) 

  

今後の部活動について、7月 14日(火)から下記の通り活動の制限を一部解除します。生徒の

皆さんは、引き続き感染症対策を徹底して活動に参加してください。保護者の皆さまにも、ご理

解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 □部活動について 

  感染症対策を徹底し、部活動方針に基づき段階的に活動を拡大する。 

※活動時間は長くても平日は 3時間程度、学校の休業日は 4時間程度とする。 

※休養日は原則として、週末のいずれかを含む週 1日以上とする。 

※県外遠征及び受け入れ可能な地域は、原則、中国・四国・関西とする。 

 ただし、相手側の県府の緩和状況を確認し認められる場合のみ許可する。また、鳥取県 

が設定する「特別感染警戒地域」「重要感染警戒地域」「感染警戒地域」に遠征等をする 

場合には、感染予防に万全の注意を払う。 

 

以 上  

 


